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議案第１２号

南丹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

上記の議案を提出する。

令和８年２月２日提出

南丹市長 西村 良平

南丹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

南丹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 18年南丹市条例第 67 号）の一

部を次のように改正する。

現行 改正後（案）

(週休日及び勤務時間の割振り ) (週休日及び勤務時間の割振り等)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間

を割り振らない日

をいう。以下同じ。)とす

る。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職

員については、必要に応じ、当該育児短時間

勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日

から金曜日までの5日間において週休日を設け

るものとし、定年前再任用短時間勤務職員に

ついては、日曜日及び土曜日に加えて月曜日

から金曜日までの5日間において、週休日を設

けることができる。

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間

を割り振らない日(第3項及び第5条第2項にお

いて読み替えて準用する同条第1項の規定によ

るものを除く。)をいう。以下同じ。)とす

る。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職

員については、必要に応じ、当該育児短時間

勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日

から金曜日までの5日間において週休日を設け

るものとし、定年前再任用短時間勤務職員に

ついては、日曜日及び土曜日に加えて月曜日

から金曜日までの5日間において、週休日を設

けることができる。

2 （略） 2 （略）

3 任命権者は、職員(任命権者が別に定める職

員及び次条の規定の適用を受ける職員を除
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く。以下この項において同じ。)について、職

員の申告を考慮して、第1項の規定による週休

日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らな

い日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り

振ることが公務の運営に支障がないと認める

場合には、前項の規定にかかわらず、任命権

者が別に定めるところにより、職員の申告を

経て、4週間を超えない範囲内で週を単位とし

て任命権者が別に定める期間ごとの期間につ

き前条に規定する勤務時間となるように、第1

項の規定による週休日のほかに当該職員の勤

務時間を割り振らない日を設け、又は当該職

員の勤務時間を割り振ることができる。

(週休日の振替等) (週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条

の規定により週休日とされた日において特に

勤務することを命ずる必要がある場合には、

規則の定めるところにより、第3条第2項又は

前条の規定により勤務時間が割り振られた日

(以下「勤務日」という。)のうち規則で定め

る期間内にある勤務日を週休日に変更して当

該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務

することを命ずる必要がある日に割り振り、

又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のう

ち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて

当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることができる。

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条

の規定により週休日とされた日において特に

勤務することを命ずる必要がある場合には、

規則の定めるところにより、第3条第2項又は

前条の規定により勤務時間が割り振られた日

(以下「勤務日」という。)のうち規則で定め

る期間内にある勤務日を週休日に変更して当

該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務

することを命ずる必要がある日に割り振り、

又は当該期間内にある勤務日の勤務時間の一

部 を当該勤務日に割り振ることをやめて

当該一部 の勤務時間を当該勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定は、職員に第3条第3項の規定によ

り勤務時間を割り振らない日とされた日にお

いて特に勤務することを命ずる必要がある場

合について準用する。この場合において、前

項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を
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備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。

割り振らない日に」と読み替えるものとす

る。


